












　1.昭和 51 年度までの調査研究の経過

(1)昭和 47 年度の調査研究

　義務教育該当年齢者のうち,就学猶予または免除になっている児童に対し,親

から報告された相談票,および面接によって,猶予免除の理由についての分析的

研究を行った。調査対象としては,


